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独占禁止懇話会第 188 回会合議事録 

 

 

１．日時 平成 23 年４月４日（月）14：00～16：00 

２．場所 公正取引委員会大会議室 

３．出席者 

【会員】伊藤会長，石井会員，井手会員，内田会員，及川会員，翁会員 

川濵会員，神田会員，岸井会員，児玉会員，斎藤会員，坂本会員 

佐野会員，高橋会員，野原会員，芳賀会員，萩原会員，冨士会員 

舟田会員，三村会員，村上会員 

【公正取引委員会】竹島委員長，後藤委員，神垣委員，濵田委員，細川委員 

【公正取引委員会事務総局】山本事務総長，松尾官房総括審議官，鵜瀞経済

取引局長，野口取引部長，中島審査局長 

４．議題 

 １ 企業結合規制（審査手続及び審査基準）の見直し 

 ２ 規制の事前評価における競争評価への取組 

 ３ 公正取引委員会による取引実態調査の有効性～広告業界の取引実態調査

を例に～ 

 

○伊藤会長 それでは，定刻となりましたので，「第 188 回独占禁止懇話会」を

開きたいと思います。 

 会員の皆様におかれましては，節電の影響等により交通事情の悪い

中，お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は，「企業結合規制（審査手続及び審査基準）の見直し」，２番

目に「規制の事前評価における競争評価への取組」，３番目に「公正取

引委員会による取引実態調査の有効性～広告業界の取引実態調査を例

に～」，この３つの議題について公正取引委員会から御説明を受けて，

会員の皆様から御意見を聴取することを予定しております。 

 早速ですが，本日の最初の議題である「企業結合規制（審査手続及

び審査基準）の見直し」の討議に入りたいと思います。 

 初めに，小林企業結合課長から御説明をお願いします。 

○小林企業結合課長 企業結合課長をしております小林と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは，資料に沿って御説明させていただきます。資料は「独禁

懇 188－1」と書いてあるパワーポイントの資料と，その後ろには，現
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在，企業結合規制の見直し案をパブリックコメント手続に付している

わけでございますけれども，その意見募集についての資料でございま

す。今日は時間の関係もございますから，横長のパワーポイントの資

料に基づいて御説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして，右下にページが打ってございますが，

２ページでございます。 

 現在行っております企業結合規制の見直しにつきまして，まず背景

から御説明させていただきたいと思います。ここに累次の閣議決定が

並んでございますけれども，この前に経済産業省における産業構造審

議会等におきまして，審査の透明性とか予見可能性といったものを向

上させるべきであるという提言がございました。そういったことを踏

まえまして，昨年６月 18 日に閣議決定された新成長戦略におきまして，

グローバル市場にも配慮した企業結合規制の検証と必要に応じた見直

しということで，この時点では平成 23 年度中に措置を講ずることとさ

れておりました。 

 これを受けまして公正取引委員会で検証に着手いたしまして，後ほ

どまた出てまいりますけれども，８月に検証を終えまして，どのよう

な見直しをすべきかという問題点，論点を把握したところでございま

す。 

 ８月に行った検証を踏まえまして，昨年９月 10 日の閣議決定，これ

はいわゆる３段構えの経済対策といわれているものでございますけれ

ども，この閣議決定におきましては，内容的にはほぼ同様でございま

すけれども，１年前倒しに実施すると，スピードアップが図られたと

ころでございまして，現在，22 年度措置ということで，その後，作業

を進めてきたところでございます。その後も累次の閣議決定で，この

確認をするような内容の閣議決定が行われているところでございます。 

 次の３ページでございますけれども，公正取引委員会でどのような

取組をしてきたかという部分でございます。 

 冒頭ございますように，８月に検証を行いました。この検証という

のは，実際に企業結合を行う企業，あるいは企業の代理人となられた

弁護士の方，更には学識経験者等の有識者へのヒアリングを行いまし

て，どういった辺りに見直しをすべきポイントがあるのかということ

を検証したものでございます。 

 これと同時に，あるいはその後に経済団体とも意見交換を行いまし

たし，経済産業省とも意見交換を行いまして，見直しの作業を進めて

きたところでございます。その過程で，昨年 10 月に経団連から，11
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月に関西経済連合会の方から，企業結合に関する審査手続等について

の提言ということで，御意見を多くの形で頂いたところでございます。 

 この提言の中には大きく分けますと３つのポイントがございまして，

１点目は，①にございますように，現在，企業結合は一定規模以上の

ものは法定の届出がございますけれども，その法定の届出より前に行

われる事前相談につきまして，この事前相談が任意の行政サービスで

あることに起因する手続の不透明性及び予見可能性の低さといった問

題点があるということ，そして，事前相談の位置付けを見直して，実

質的な審査と最終的な判断は正式な届出後に実施することとしてほし

いという中身でございます。 

 これは結構大きな内容でございまして，もともと事前相談は産業界

の要望で導入したという経緯がございまして，その産業界の重要な部

分を占めます，これらの経済団体から事前相談制度の位置付けの抜本

的な見直しを提言されたということで，非常に意味のあることでござ

います。 

 ２番目に，企業結合審査の手続において，審査を相談する，あるい

は届出をする企業と公正取引委員会の担当官あるいは公正取引委員会

との間の十分なコミュニケーションを図り，もちろん，審査は迅速に

行って，今どのように審査が進んでいるのかといった予見可能性の向

上も図ってほしいという御要望を頂いたところでございます。 

 さらに，③にございますように，審査基準でございますけれども，

グローバルな競争を踏まえた審査を行ってほしいという，審査の実質

的な中身についての御提言も頂いたところでございます。 

 このような背景とかいろいろな御意見を踏まえまして，企業結合規

制の見直しを行ったところでございまして，その一番大きなポイント

は，事前相談制度の抜本的な見直しということかと思います。この辺

について，資料の４ページでちょっと詳しく御説明させていただきま

すが，これは上半分と下半分にそれぞれ審査手続の流れが書いてござ

いまして，現行は上の部分でございます。 

 真ん中からやや左の方に，赤い矢印で右の方へとつながっている部

分がございますけれども，この部分がいわゆるこれまでの事前相談で

ございまして，事前相談の申出をいただきますと，公正取引委員会側

から必要な資料リストを提示し，資料を頂いてから 30 日以内に第１次

審査を終えるという流れが書いてございます。 

 真ん中より右側の黒い矢印で結ばれておりますのが法定手続でござ

いまして，一定規模以上の企業結合については届出が義務付けられて



 4

おり，事前届出をされまして，その後，審査を行っていくという手続

が法律で定められているところでございます。 

 現行の左下を御覧いただきますと，企業結合計画の具体化という太

い枠囲みがございまして，そこから右に太い矢印が出ております。21

年度でございますが，届出件数は 985 件ございました。これは，要す

るに法定の届出件数でございます。そのうち事前相談が行われて，更

に回答したものは 24 件でございました。このように事前相談は非常に

注目されておりますけれども，件数としてみますと，届出全体の２～

３％でございます。 

 それでも，これは任意のものでございますけれども，事前相談に来

られるというのは，会社の方でそれなりに独禁法上の問題があるので

はないかということを懸念されて申し出てこられたかと思いますので，

数は少ないのでございますけれども，比較的重要なものが入っている

可能性が高いということ。大部分につきましては，届出だけで済んで

いるというのが実情でございます。 

 これを今回，見直しを行いまして，事前相談の部分を基本的に無く

すような形にいたしまして，もし必要があれば，届出前の相談をする

ということは我々，任意に承ることはいたしますけれども，この届出

前相談というのは，基本的には届出を行う際に届出書の様式を記載し

ていただきますが，そのために不明な点があれば，そういったところ

を御相談いただくということを念頭に置いたものでございまして，届

出の前に何か実質的な審査を行ったり，判断を行ったりするものでは

ございませんから，ごく短期間で済むものだろうと考えております。 

 実質は，審査は企業結合の届出を頂いてから，30 日間の第１次審査，

あるいはその後に必要に応じて行います第２次審査において審査と判

断を行っていくという法定の手続にほぼ一本化するという形に改めて

いくということを考えておるところでございます。 

 ５ページは，今の点も含めました審査手続の見直し，これは審査手

続と後ほど審査基準が出てまいりますけれども，このうち審査手続の

見直しの全体像でございます。 

 ①は，先ほど申しましたように現行の事前相談制度を廃止するとい

うことでございます。この事前相談制度廃止という大きな見直しをす

る理由としましては，大きく分けますと３つございます。 

 １つ目は，国際的整合性といいましょうか，他の先進国，その他の

諸外国では，基本的に届出後に審査を行っているということでござい

まして，届出前に実質的な審査を行うような，あるいは結論を下すよ
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うな事前相談制度は無いということでございます。 

 ２つ目は，なるべく迅速に進めようという迅速性も必要かと思いま

すので，迅速性も加味しております。 

 ３つ目としまして，これは平成 21 年の独禁法改正に遡るわけでござ

いますけれども，21 年改正で株式取得がそれまでの事後報告制度から

事前届出制度に変わったということでございます。合併とか会社分割

とか事業譲渡といったものは，従前も事前届出制度であり，それらの

行為を実行する前に公取に届け出るということでありましたけれども，

株式取得だけは，21 年の改正前までは事後報告でございました。 

 したがいまして，ほかの合併等であれば，届出をして，届出に基づ

く審査の中で，もし問題があると言われれば，実行前に問題を解消す

るようなことができる可能性があったわけでございますけれども，株

式取得は事後報告で，実行した後に報告することになりますので，言

ってみれば事前相談が無いと事前に問題を解消することができなかっ

たということが理由として挙げられております。21 年改正法は 22 年

１月１日から施行されておりますけれども，このように株式取得の位

置付けが変わったことも事前相談の位置付けの見直しの一つの理由と

なるところでございます。 

 そのほかに②，③，④にございますように，１つは公正取引委員会

と届出会社との間のコミュニケーションの充実ということでございま

す。法定手続では，第２次審査に進む際には各種報告等を求めること

にしておりますけれども，それぞれの項目ごとに，どういった趣旨で

求めるのかといったことを書面でお示しする，あるいは，より重要な

ことは，届出会社が現在，どういった審査を行っているのか，公正取

引委員会はどういったところに関心を持っているのか，どの分野を今，

調べているのかといった公正取引委員会の関心事項など，論点等につ

いて説明を求めることができて，その求めがあれば，公正取引委員会

は会社に説明するということを明確にしようと考えております。 

 それに対しまして，公正取引委員会の方から，論点として説明した

ことであっても，そうではないことでも，会社の方は，それに対する

反論とか意見とか必要な資料をいつでも提出することができる，こう

いったことで，公正取引委員会と届出会社との間のコミュニケーショ

ンを十分とりながら審査を行っていくことを進めたいと考えておりま

す。 

 また，企業結合審査の結果につきましては，現状，法定手続で届出

がありますと，合併禁止期間であります 30 日が経過して，その後に何
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も公正取引委員会から無ければ，それで期間が終了したことが分かる

ことになっているわけですけれども，問題が無い案件については，問

題がありませんでしたということを積極的に文書で通知することによ

りまして，場合によっては 30 日間の禁止期間の短縮というのも柔軟に

できるようにしていこうということを考えております。 

 それから，企業結合審査の結果についても，第２次審査まで行って

詳細な審査を行いましたものは，全て結果を公表し，第１次審査の結

果についても，他の会社等の参考となる案件については積極的に公表

していこうと考えているところでございます。 

 もう一点，６ページでございます。今のは審査手続でございました

が，ここで御説明するのは，企業結合ガイドライン，つまり審査基準

の方でございまして，ここも今回の見直しで何点か改正を考えており

ます。 

 １点目が，いわゆる市場画定の中で，世界市場を認定する場合の例

示を追加するというものでございます。これは，企業結合ガイドライ

ンに現在も一定の取引分野の画定の仕方の中で，特に地理的範囲に関

する記述がございますけれども，その記述を整理しまして，現在も内

外の需要者が内外の供給者を差別することなく取引している場合には，

国境を超えて地理的範囲が画定されるという記載がございます。 

 そういった考え方は維持しつつ，地理的範囲に関する原則的な考え

方が国境を超える場合も当てはまるということで，例示としてここに

ありますように，内外の主要な供給者が世界中の販売地域において実

質的に同等の価格で販売していて，需要者が世界各地の供給者から主

要な調達先を選定している場合には，世界市場を認定するということ

で，今回初めてガイドラインの中に世界市場という言葉を明記すると

いうことを考えております。 

 それから，②はいわゆる輸入圧力といわれているもの，③が隣接市

場からの圧力といわれているものでございますけれども，これらにつ

きましては，現在，実際に輸入が行われている，あるいは実際に競合

品があるという状況があれば，もちろんその輸入圧力あるいは隣接市

場からの競争圧力によりまして，その企業結合が競争を制限すること

になるおそれが小さいという方向に判断が傾くような考慮要素になり

ます。 

 これが現在だけではなくて，近い将来あるいは現在輸入が行われて

いなくても，仮に現在輸入がゼロであっても，一定の期間内，例えば

２年ぐらいの範囲内に輸入が増加して，企業結合による競争制限が生
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じるおそれが少なくなるということが認められるのであれば，現在輸

入が行われていなくても輸入圧力を評価する，あるいは現在無いよう

な，近い将来における競合品の競争圧力も考慮の対象にするというこ

とをガイドライン上，明記するという修正を考えております。 

 ４番目は，いわゆる破綻企業といいましょうか，事業者の経営状況

が非常に悪化している場合であって，それを企業結合によって救済な

どをする場合に，そういったものは余り問題になりにくい，問題にな

ることは少ないんじゃないかという企業結合ガイドラインの記述のう

ち，１つは会社の事業状態が非常に悪くなっていることの例示としま

して，継続的に大幅な経常損失を計上している場合を追加しているほ

か，会社全体ではなく，会社の中の特定の事業部門が破綻といいまし

ょうか，非常に経営状況が悪い，部門破綻のような状況の場合も，破

綻認定することがあり得るわけでございます。その場合の例示としま

して，継続的に大幅損失を計上している場合というのを追加するとい

うことがございます。 

 最後に，５番目でございますけれども，企業結合の場合には企業結

合審査になるわけでありますけれども，その中で株式取得の場合は，

100％取得すれば合併とかと同じように，企業結合によって，その影響

が及ぶわけでありますけれども，部分取得といいましょうか，例えば

50％超取得すれば基本的に子会社になりますので，そういったものは

合併と同じように扱うと思います。 

 さらに，50％以下の場合には，いろいろと考慮事項を考えます。20％

超で第１位であれば，基本的には結合関係にあるということで審査す

るわけでございますけれども，その中で更に少なくて，10％以下ある

いは順位が４位以下の場合には，そもそも企業結合審査の対象になら

ないことを明確化するとともに，届出書の記載内容を少し簡素化しま

して，届出書の記載の負担を軽減することを内容とする改正を予定し

ております。 

 現在，これらの見直しにつきましては，３月４日に公表し，いわゆ

るパブリックコメントの手続に付しておりまして，本日がコメント提

出期限なのでありますけれども，震災の関係で影響を受けた方につき

ましては，来週月曜日，11 日までに御提出いただければ，本来の期限

である本日までに提出されたものとみなして取り扱うことを，既にホ

ームページで公表しているところでございます。 

 私の説明は，以上でございます。 

○伊藤会長 どうもありがとうございました。 
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 それでは，ただいまの御説明について，御意見あるいは御質問等が

ございましたら，御自由に発言していただければ。どうぞ。 

○村上会員 この点について，３点ほど意見を申し上げたいと思っています。 

 第１点目は全体的な話ですが，今回の見直しは，全体としては企業

結合の事前審査手続の透明性を高めるものであり，更に国際標準の手

続に合致させるもので，高く評価される見直しであると考えています。

ただ，今後の運用に係る事項も結構多いので，より一層，透明性の高

い運用を目指してもらいたい。それから，実際問題，最近，国際的に

競争法学者が集まるときの最大の話題というのは，企業結合手続のハ

ーモナイゼーションの話ですので，この点は多少長期的な課題かも分

かりませんけれども，公正取引委員会として国際的な貢献を是非お願

いします。これが第１点目になります。 

 第２点目は，審判制度の見直しの際に，行政審判は企業結合のよう

な専門性の高い事件の処理には是非必要であるという主張も結構され

たわけです。今回の見直しの結果，ほかの先進国と同じですけれども，

企業結合事件につきましては，基本的に事前手続で全て処理されるの

であって，実際問題，取消訴訟，行政審判，いずれを採るにしろ，排

除措置命令が出て，それから正式手続で延々と争われるということは

想定されないというのが実態だろうと思います。 

 そういう意味で，今回の見直しで行政審判が不要なことは一層明白

になったわけなので，現在かかっています改正法案については早期に

成立させるよう，努力を是非お願いしたいというのが第２点目になり

ます。 

 第３点目は多少細かな点で，用語の点になりますが，資料の様式を

見ても依然として「市場占拠率」という用語が使われているわけです。

今日，マーケットシェアという言葉の日本語訳は「市場占有率」とい

うのを使うのが相当であると考えられるわけです。経済学をはじめ，

世の中一般では「市場占有率」という言葉を使いますし，それからこ

の前のＮＴＴ東日本最高裁判決でも「市場占有率」なので，そういう

言葉については，「市場占有率」で是非統一してもらいたいというのが

希望であります。 

 以上，大まかに３点でございます。 

○伊藤会長 どうぞ，続けて御質問，御意見，出していただければと思います。

では，石井会員から。 

○石井会員 今般，公正取引委員会から公表されました企業結合審査の手続に

関する対応方針については，その方向性については評価したいと思っ
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ております。この方針を作成された皆様方の御尽力に敬意を表したい

と思っております。 

 と同時に，このこととはちょっと別ですけれども，中小企業経営者

の立場から御意見申し上げたいと思いますが，取引一般において優越

的地位の濫用などの不公正な取引方法の迅速かつ効果的な取締りや，

下請代金支払遅延等防止法などの厳正な運用を，この場を借りてお願

いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○伊藤会長 それでは，内田会員，お願いします。 

○内田会員 私も，基本的に廃止の方向でこういう形でまとめられて，非常に

適切な判断だと思っております。ただ，若干歴史的に言うと，従前の

任意の事前相談の透明性とか迅速性，確実性という意味では非常に曖

昧な手続を，現行の事前相談制度で透明性を高めるということで進め

られて，それは一定の実績はあったのではないかなと思っています。 

 ただ，結果的に届出後の最終判断と同じ効果を持つということにな

ると，どうしても慎重に対応するし，保守的になり過ぎるのではない

かということで，実際の運用の中で迅速性とか透明性の観点から，い

ろいろ問題が指摘されて，かなり強い批判もあった。それを背景にし

て，今回，この制度自体を廃止することを決断されたということで，

それ自体は非常に適切な判断かと思っております。 

 先ほどの御説明で，直接届出を行った場合について，透明性，その

他の観点からいろいろ新しい規定を設けているということで，その観

点から適正な運用をしていくことになると思います。ただ，条文はあ

っても，運用の中で実際に迅速性とか透明性に十分対応しないような

ことが起きないように，しっかりと御留意いただきたいと思っていま

す。 

 あと，簡易の事前相談について，どの範囲まで相談の対象にするか

という問題がありますが，恐らく企業サイドからみると，簡易の事前

相談の中で，かなり実質的な判断で，割合簡易に判断できるものにつ

いては，それなりの対応をしていただけるほうが有り難いと思ってい

るのではないかと思います。事前相談の簡易な方法についても，運用

をできるだけ柔軟に対処してほしいなと思っています。 

 それから，実質的な審査基準についてですけれども，国際市場の認

定とか輸入圧力の評価，近接市場，地理的な市場も含めて，これをど

う判断するかという点について改正されたということで，恐らく国際

競争力の強化という政府の方針に合わせた変更に対応しているのだと
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思いますが，企業サイドで国際競争力という場合，必ずしも市場の認

定とか画定の問題以外に，国際市場での国際競争力を育成・強化する

ために，独禁法の運用について，その点も十分考慮して判断してほし

いという要望があるのではないかと思います。 

 これは競争法との関係で，どういう位置付けで判断要素として入れ

ていくか，非常に難しい問題かと思いますが，今回の特に審査基準の

改定については，恐らく企業サイド，経済界の要望としては，国際競

争力の強化に資するような企業結合については，独禁政策上も十分配

慮するという期待があるのではないかと思います。この辺も実際の運

用の中で，そういう方向で検討していただければ，有り難いなと思っ

ています。 

○伊藤会長 ほかに。どうぞ，井手会員。 

○井手会員 私も透明性，それから迅速性ということで，今回の改正について

は賛成です。評価したいと思います。 

 １点だけ。今，内田会員の方からも御指摘がありましたけれども，

届出書の記載方法等に関する相談ということで，任意ですけれども，

届出前相談が残るという。「記載方法等」と言うとき，「等」というと

ころでいろいろ解釈されるわけで，見方としては，届出書の様式を見

ると，一定の取引分野について公正取引委員会として一定の見解を示

さないと，この記載は大変微妙なところもある。そういう一定の取引

分野というのが分かれば，ある程度結論が分かる。そして，争点もあ

る程度事前に分かるということで，この届出前相談について，どのよ

うに対処するのか。これは，事前にＯＫをもらえる方が企業としては

非常に有り難いので，その点で，先ほど内田会員が言われたように，

どういう指導というか，相談の仕方をするのかというところをもう少

し分かりやすく御説明していただければと思います。 

○伊藤会長 どなたか御質問。どうぞ。 

○佐野会員 すみません，皆さん賛成のようですが，私は余り賛成できないと

思っていまして。独占禁止法では，企業が合併することによって市場

を独占することを禁止するということがきちんとうたわれておりまし

て，それは企業の競争が減少して，より良い製品をより安く消費者に

提供すること，その努力が損なわれるからだと思っています。そして，

今回，こういう形で企業が合併することによって，消費者にとって本

当に利益になるのか，マイナス面もあるのではないかなと考えていま

す。 

 透明性を確保するとか国際化することに関しては反対するものでは
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ないのですが，国内の消費者の利益が損なわれるという点については，

それを消費者の利益をまず前提にしてきちんと考えるべきだと思って

います。合併により，海外で競争力がいくら高まっても，国内の消費

者に不利益になる，マイナス面が多くなるということになってはなら

ないと思います。 

 今回のこのような合併という非常に大きなテーマがあるときに，先

ほど御説明があったように，経団連とか企業関係者の御意見はいろい

ろ伺っているようですけれども，直接には関係ないかもしれませんけ

れども，最終的には非常に関係がある消費者の意見をどこからも聞い

ていないということに関して，私は問題があるんじゃないかと考えて

います。 

○伊藤会長 どうぞ，続けて御意見，御質問。では，岸井会員。 

○岸井会員 それでは，私の方からも簡単にコメントさせていただきます。 

 まず，全体的な評価ですけれども，先ほど何人かの会員の方が言わ

れておりましたように，基本的に規制の透明性・迅速性を高めるもの

として評価できると考えております。これがある意味で国際標準であ

りますし，本来望ましい姿に戻ったと言えるのではないかと思ってお

ります。ただ，このように評価する前提として，やはり正規の手続に

一本化したということの意味は，正確に理解しておく必要があるので

はないかと思います。 

 第１点ですけれども，先ほど何人かの会員の方から出されましたけ

れども，任意の事前相談をもっと活用しろとおっしゃられています。

私は，これはそもそも経済界の方からも，規制の透明性・迅速性，ま

さに正規のきちっとした手続を踏んで行うということが改正の趣旨な

わけですから，結論から言いますと，それなのに事前の非公式のとこ

ろも柔軟にやってほしいというと，言っていることが矛盾しているの

ではないか。一方できちっとやれと言いながら，もう一方で，事前に

こっそり来た場合にも柔軟にやってよというのは，これはちょっと虫

がいいのではないかと私は思っております。 

 そもそも，事前相談制度の経緯をいろいろみてみますと，公正取引

委員会の方からこういう制度を積極的に作ったというよりは，事業者

側が事前に独禁法の感触を早く知りたい。合併・統合等の話自体は，

例えば競争他社との関係とか株価への影響とか，いろいろな問題が出

てきますから，事前にそういうことを知れるなら知りたいということ

で，非公式に相談してきたというのが制度として段々定着していった

と聞いております。そういういわば非公式な，事前にこっそり教える
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ような話はやめようというのが今回の改正の趣旨だと思いますし，経

済界は規制の透明性・迅速性ということで，正規の手続にするという

のは，まさにそのことを求めてきたんだと思います。 

ですから，そういう形へ移行した以上は，事前の相談で，例えば一

定の取引分野について，届出書に記載するのにこういう形でというア

ドバイスをしても，そこで公正取引委員会の解釈が決定されて，以後

は動かせないということにはならないと思います。あくまで届出書の

記載に関する事前の行政サービスとしてやるということであり，事前

相談はその範囲にとどめるのが今回の改正の趣旨に沿うものではない

かと考えております。  

 もう一つ，審査手続の迅速化ということなんですけれども，これも

いろいろな考え方があるかと思います。私，詳しく調査したわけじゃ

ないですけれども，海外の独禁当局の企業結合審査の陣容というのを

見てみますと，これは御質問ということでお伺いしたいんですけれど

も，ＥＵとかアメリカは人口も規模も違いますから，そのまま比較で

きないですけれども，例えばドイツでも企業結合部門の担当者が３桁

はいると聞いております。どれぐらいかというのはいろいろ変わって

おります。 

 迅速性・透明性ということで，今までは非公式の手続で公正取引委

員会が資料を提出しろと言って，ある意味で非公式に出せと言って出

させて，それでもっと出せという形でやってきた。そうすると，公正

取引委員会は持ってこいと言っていればいいわけですから，その意味

ではそんなに人数も要らない。ほかの役所でもよくやっていますけれ

ども，正規の手続ということになると，ちゃんと手続を踏んで，報告

命令も出して書いてやるわけですから，当然その裏付けになる調査も

しなければいけないので，そのための人員も必要になると思います。 

 私は，正に透明性・迅速性を高めるということだと，これは企業結

合審査の陣容を充実させていかないと，今回の見直しの趣旨に沿わな

いのではないかと思います。ほかの独禁当局では，企業結合部門とい

うのは弁護士の方とか，さまざまな方に協力していただいて，かなり

人員，スタッフをそろえて，競争当局の最大の目玉にしてやっている

ということを聞いておりますので，その辺は是非きちんとやっていた

だきたいと考えております。 

 もう一つ，世界市場とか国際競争力については，もう議論がいろい

ろなされておると思いますので，結論だけにとどめます。いわゆる国

際競争力の強化のために独禁法上配慮するということを，もし日本の
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独禁法が認めていくと，国際的にみても企業結合の規制について，そ

ういうことを正面から認めている国は無いんじゃないかと私は思いま

す。 

 ですから，当否は別にして，日本だけそうするのか。国際競争力確

保のために，市場支配力が少々強まっても多目に見ましょうというこ

とを，日本の競争政策の一つの建前というか，スタンスにするんだ。

ほかの国では，必ずしもそういうことが正面から認められていないけ

れども，日本ではそうするんだと踏み切るのであれば，それも一つの

選択だと思いますが，その辺はかなり議論が必要なのではないかと考

えております。 

 最後に，これは私も分からないので質問なんですけれども，業績不

振会社に関してです。継続的に大幅な経常損失を計上しているという

要件が追加されましたが，具体的にどういうことを念頭に置いている

のか。先ほどの御説明ですと，いわゆる部分破綻で特定の事業部門が

損失をずっと計上していることを問題にしているような説明だったん

ですけれども，あるいはもっと広くこれを考えるのか。この要件を具

体的にどういうものを念頭に置いていて，従来とどこが変わってくる

のかということを御説明いただけたらと考えております。 

 以上です。 

○伊藤会長 幾つかたまったので，もしよろしければ事務局のほうで答えられ

る範囲で結構です。 

○小林企業結合課長 いろいろと多方面からの御指摘を頂きましてありがとう

ございます。 

 網羅的にお答えできているか分かりませんけれども，何人かの会員

の方からございましたように，今後の運用こそ大事であって，方針と

か規則をちゃんと踏まえた，一層透明性の高い，あるいは適正な運用

を行うようにという御指摘はごもっともでございまして。私ども，こ

れまで事前相談におきましても適正な運用を行ってきたつもりであり

ますけれども，その迅速性・透明性についてはいろいろ御批判があっ

て，今回，その見直しにつながったということも踏まえまして，今後，

この規則，ガイドライン等が成案になりました後には，この改正の精

神を十分に活かして適切な運用に努めてまいりたいと考えております。 

 その運用に関係しまして，届出前相談はどのように行うのかという

ことが，井手先生を初め，何人かの方々から御質問があったかと思い

ますが，届出前の相談につきましては，本日の資料の別紙２というの

が企業結合審査の手続に関する対応方針ということで，これまで事前
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相談の対応方針といって，事前相談制度を運用する上でのこういった

手続がありますという対応方針があったわけですが，それを抜本的に

見直したというか，法定の手続で企業結合審査を行うことを前提にし

た上で，対応方針という考え方，手続がこういうふうに進むというの

が，規則の内容も入れ込んで，これを見ればどういうふうに進むか，

おおよそ分かるという対応方針を作ることとしております。 

 別紙２の１ページの中ほどに「２．届出前相談」というのがござい

まして，ここに届出前相談の内容が書かれております。その２．の２

段落目，「例えば」というところに書いてございますように，届出書に

は，国内の市場における地位，実際には市場シェアとかを記載する項

目があります。そのシェアを書く上では市場画定が必要になるので，

どういうふうに市場画定すべきかを御相談いただくということを，こ

こに書いてございます。正確に最終的に審査の判断をするための市場

画定をするためには，必要に応じて，これは需要者からみた代替性と

いうことでみますので，ユーザーからヒアリングするなどの一定の調

査をしないと確定的なことはお示しできませんけれども，過去の事案

の考え方などに照らしまして，その時点での情報に基づいて可能な範

囲で届出書を書くには，こういった市場の範囲，あるいはそういった

ことを前提としたシェアなどを書いていただくということを御相談で

お答えする。ただし，先ほど会員の方からもございましたように，こ

れは確定ではなく，２ページの上から３段落目のなお書きにございま

すように，場合によっては届出後の審査において，そういった説明が

修正されることがあり得るということで，届出書を書くための御相談

に限定するのかなと思っております。そこでずるずると実体判断を伴

うような審査を行ってはならないと考えておりまして，ある程度届出

書が埋まった段階では，どうぞ届け出てくださいと会社の方にもお願

いしようかなと考えているところでございます。 

 それから，岸井先生から御質問という形でもありましたが，外国当

局，特に企業結合審査を行っている人員数というのは，私の手元にご

ざいませんので，今お答えできる状況にはないのですけれども，例え

ば今，ドイツという話がございました。ドイツの場合には，特に企業

結合とスペシフィックに行為別に分けているわけではなくて，業種別

に第１決定部から第 10 決定部があって，そこでカルテルもやれば企業

結合も行っているということでございますから，決定部の人数を合わ

せれば多分３桁ぐらいになるかと思いますけれども，その全てが企業

結合だけやっているわけではないということです。 
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 ただ，日本では，地方事務所等も含めますともう少しおりますが，

現在 30 名ほどで企業結合審査を行っておりますので，場合によっては

法定手続に基づいて迅速に行うということに対しては，マンパワーが

若干不足する可能性もあるというのは御指摘のとおりかと思っており

ます。 

 それから，同じく岸井先生から御質問のあった破綻認定のところで

ございますけれども，破綻といいましょうか，経営状況が非常に悪い

ということのガイドラインの記載としましては，債務超過に陥ってい

るとか運転資金の融資が得られないなど，経営状況が非常に悪いとい

うことが書いてあります。債務超過というのは，言ってみればストッ

ク的な評価の仕方だと思いますので，ここではフローと言いましょう

か，大幅な経常収支の赤字が続いているということを記載するという

ことです。 

 特に何かこれで運用が変わるというわけではありませんけれども，

これに該当すれば企業の側は，これは実質的に破綻なのだから，この

破綻認定ということで認めてほしいという主張がしやすくなるのでは

ないかということで，イメージを作りやすくするために例示を付け加

えたということでございまして，この大幅な経常損失が継続するとい

うのは，会計のほうでは継続企業への懸念など，会計士が付記する場

合の要件というのをベースにしているというものでございます。 

 会社全体についてみれば大幅な経常損失が継続しているというのを

事業部門でみますと，事業部門での経常収支というのを計算している

会社は余りないようでございますので，経常という言葉を取って，損

失ということで単純にしているということが，このような文言になっ

た背景でございます。  

○伊藤会長 続けて，御質問とか御意見。どうぞ。 

○川濵会員 今回，透明性の点に関しては非常に重要な改正で，この方向は基

本的に正しいと私も思います。ただ，少し気になった点を指摘させて

いただきます。先ほど岸井会員がおっしゃったことと関連しますが，

正式手続で 30 日の待機期間，それから 90 日の措置期間。これは厳格

に遵守しなければいけないタイムスケジュールになっており，公正取

引委員会にとっても非常にきつい話であると思います。 

 従来，事前相談制というのは，企業からの要望によって作られたと

いう側面はありましたが，同時に，それによって公正取引委員会も人

的リソースが少ないながら，それを回す上で有効だったことは否めな

い。かつ，現行法 10 条９項１号のように，事前相談制との連携でない
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と理解し難いような正式手続上の措置の規定もあります。事前相談が

無くなることによって若干の不安があるのは，待機期間の長さの問題

です。これを厳密に守るとしますと，30 日間で待機期間は終わってし

まうわけです。となったら，企業の側からすると，自由に合併してい

い。我が国の企業は行儀がいいから，そういうことはしないという前

提で考えられるのが従来の常だったかも分かりませんが，域外適用の

問題を考えると，そういった情緒的な反応をせず，ドライに行動する

企業も出るかも分からない。例えば，セカンドリクエストがあった場

合に自動的に 30 日延長という制度というのも，例えば立法論として考

える必要があるのではないでしょうか。そういった措置を採っている

国も多いわけです。この場合に緊急停止命令に頼るというのも手です

が，30 日の段階で緊急停止命令を出すだけの根拠が必要なんですが，

セカンドリクエストというのは，それが始まってから，良いか悪いか

分からないから追加資料が欲しいわけで，事実と適合しない可能性も

あります。例えば米国の例に倣ってセカンドリクエストがあれば，30

日間の自動延長をいう制度の裏付けがないと緊急停止命令にも支障を

来すのではないかという不安が一方であります。 

 もう一点，我が国はＥＵと同じく措置期間の制度を設けている。ア

メリカの場合だったら，セカンドリエクストの後，措置期間がなく，

かなり長期にわたって審査が継続することもあるわけですが，我が国

とＥＵの場合はかなり厳しい措置期間の制度があって，90 日間で判断

を迫られることになる。これはかなり厳しいわけですけれども，当然

のことながら，これはセカンドリクエストの資料が手に入ってからだ

から，セカンドリクエストの内容がどんなものであるかということが

重要になってきます。 

 手続の迅速化の問題からしますと，セカンドリエクストが余りにも

曖昧，かつ広範であればあるほど迅速性は無くなるし，他方，これを

明確化しようとすると，少なくとも第１段階で十分な資料が無いと，

そんなこともできない。この点，ＥＵとの比較でみると，日本の第１

段階での提出資料は，ＥＵの FormCO に比べて少し寂しいものがあるの

ではないかという気がします。公正取引委員会に与えられる情報が不

足するのではという不安が残ります。どういった形で対処するかとい

うことが今後の課題だと思います。 

 それで，先ほどから話題になっていた届出前相談の話ですが，届出

前相談をあくまでも手続的なものに限定するとしても，想定される利

用のされ方からすると，ある程度複雑な案件に関して，第２段階での
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資料に関する相談が織り込まれていく可能性はある気もします。これ

は，場合によったら不透明な手続への一例になりかねないので，ちょ

っと心配な点です。 

 もう一点，これは非常に瑣末な話なんですけれども，ＥＵのシステ

ムに日本の企業結合の審査手続は非常によく似ているわけですが，Ｅ

Ｕの場合，第１段階で一定の措置を設けることによって合併を容認す

る形で進展させる手続があります。これは先ほど申しました事前相談

を前提としているとしか読めない現行法 10 条９項１号で，合併計画書

提出の段階で当事者側の方がある種の措置を先に書き込んでおけば，

それを前提に審査することによって，それがあれば悪影響はないとい

う判断があれば，それを前提に措置期間が経過するという手順で，Ｅ

Ｕの第１段階におけるアンダーテイキングと同じような措置を採るこ

とが可能かと思うんですけれども，そういうことが念頭にあるのでし

ょうか。と言うのは，今でもこの規定は生きているわけなので，そう

いう利用も考えられるのかなという気もしたんです。これらの点が私

が気になった点です。 

 それから，世界市場に関して１つ。先ほど，この改正が消費者の利

益を害するのではないかという不安が出されておりましたけれども，

今回の世界市場の見方というのが，あくまでも消費者の利益の観点か

らしか市場画定しないという，ある意味では世界標準的な基準にのっ

とっていると思います。国際競争力の問題というのは，少なくとも現

行の独禁法の下で考えるのは無理だろう。 

 私が知る限り，幾つかの国，メジャーな国でないと言ったら失礼に

なりますけれども，国際競争力の抗弁という形で入れている国がござ

います。これは，あくまでも反競争効果の上での問題ではなく，特殊

な抗弁として，カナダなどでそういった規定を置いているのを実際見

たことがあるわけです。少なくともカナダに関しては，ほとんど使わ

れたことがないということです。現行法を前提とする限りは，世界市

場の問題はあくまでも世界市場の問題であって，国際競争力の問題で

はないだろう。これは私の意見でございます。 

 以上でございます。 

○伊藤会長 ほかにどなたか。あとお二人いただいて，それから事務局という

ことで，どうぞ。 

○斎藤会員 実務家の意見として申し上げます。短縮されるというのは大変有

り難いことですが，半年近く掛かることによって市場環境は大きく変

わります。市場の定義自体が環境によって変わってくることも大いに
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あると思います。例えば金融市場で言いますと，デリバティブという

ことで一括りにできていた時代がありました。今はＣＤＳのマーケッ

トが非常に大きくなってきました。 

 そうすると，ＣＤＳでの大手２社が合併することを，例えばの話で

すが，今，論じるのと，ちょっと前に論じていたときとでは，全く結

論が違ってくるんだろうと思います。その市場環境に左右されること

によって経営の方針が左右されるというのは大変由々しき問題であり

ますので，なるべく市場環境に影響を受けないぐらい短期間にお願い

したいと思っております。 

 このタイミングでは，もう一つ大きなインパクトがあるのは，シス

テムです。統合する場合には，どんな業界であっても，システムの統

合が非常に重要になります。システムの統合というのは時間の掛かる

ことで，いつ発注すればいつできるか。時間軸を考えながら，いつ統

合したいということを我々は考えるわけですけれども，それのタイミ

ングがなかなか決められないということになりますと，合併するとき

のタイミングをどう図るか非常に経営がしづらくなります。 

 実際に事前相談のところに関与して話をしてまいりまして，これら

の問題が大変難しく，判断できずに苦労してまいりました。ですので，

新しく時間を短縮するような形でこういう改善をしていただくのは大

変有り難いのですが，それを更に押し進めて努力していただけたらと

思います。 

○伊藤会長 どうぞ。 

○高橋会員 ２点申し上げます。 

 １点目は，先ほど論点になっていました届出前相談のところなんで

すけれども，施行されたら適切な運用をとおっしゃるんですが，説明

を伺う限りでは，記載方法等の「等」の範囲が広がっていくのではな

いかという懸念と，別紙２の対応指針の２ページ目に書いてある，「そ

の時点の情報に基づき可能な範囲で説明を行うこととする」。この２点

で果たして透明性が確保できるのかということに懸念を持っておりま

す。 

 実際上，お話を伺ったところでは，記載方法に限定してということ

でありますので，そうであれば，問い合わせにとどめたほうがよいと

思いますので，相談という曖昧な位置付けのものはよろしくないので

はないかと思います。後で審査の段階で十分なコミュニケーションを

図るとなっておるので，もし趣旨がそうなのであれば，そういう形で

パブリックコメントに付した方がよかったのではないかと思います。 
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 ２点目ですが，ここでもいろいろな意見が出ましたけれども，パブ

リックコメントで様々な意見がこれから寄せられると思います。先ほ

ど消費者団体の会員の方から，意見聴取されていない人たちもいると

いうことでございましたけれども，いろいろな意見に基づいて，どの

ように最終的な決定を下すのかということが非常に重要だと思います

ので，聞き置いたということだけではなくて，利害関係者の意見が十

分に反映されるような手続の透明性とか公正性のところを，この問題

に関してはより図っていただきたいとお願いいたします。 

 以上です。 

○伊藤会長 事務局の方から。 

○小林企業結合課長 今また，３名の方から大変厳しい，かつ有益な意見をい

ただいたところでございます。 

 川濵先生の御指摘で，ちょっと細かい議論になってしまうんですけ

れども，１点目，今度の法定手続，期間が非常にリジッドなので，か

つ待機期間が終了すれば合併してもよいという現在の法律の立て付け

になっていますので，立法論としてセカンドリクエストをしたら待機

期間が伸びるというのもあろうというのは，御指摘のとおりかと思い

ます。今回はそういった法律に触らず，規則以下で対応できるところ

を対応して，将来的に立法による解決があるのかないのかといったこ

とを検討するのではないかという状況でございます。 

 それから，その意味で措置期間の制限があるので，報告等要請，セ

カンドリクエストとアメリカで呼んでいますけれども，それの前段階

で得る情報がＥＵの法務資料に比べれば随分少ないんじゃないかとい

うのはそのとおりで，かなり少ないというのが実態でございます。一

方で，届出前相談で資料を求めていくというのは不透明になってしま

うものですから，届出前相談をそれに使うのは適切でないと思ってお

ります。 

 ただ，届出をいただいた早い段階で，あるいは届出前でもいいので

すが，将来，こういったことが論点になりそうなので，資料の用意を

お願いしますねということは任意にお願いしておく。そうしなければ

届出を受け付けないといった不利益に扱うつもりは全くありませんけ

れども，早目にその論点を指摘して，そういった資料の御準備をお願

いするとか，あるいは１次審査期間中に可能なものから御協力いただ

いて提出いただくということは，お願いベースでしていきたいと考え

ております。 

 それから，事前相談を念頭に置いた規定ではないかとおっしゃって
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いる 10 条９項第１号の問題解消措置の話でございますけれども，これ

は現行法でも実際には考えにくいんですけれども，理論上は１次審査

の間で問題解消措置が出てきて，それを前提にということは当然あり

得る話でございます。 

 それから，２次審査に進んだ後に問題解消措置が出てきた場合でご

ざいますけれども，この場合には，例えば一旦届出を取り下げて出し

直しということもあり得るわけであります。そうすると，また１次審

査からやり直すのかと思われてしまうこともあろうかと思いますので，

そこは届出書自体は一度出されているわけでありますので，その届出

書の追完というか，補完という形で，問題解消措置を当初から届出書

に書かれたものと扱って，また，10 条９項１号の要件に読み込んでい

って，問題解消措置違反が行われないようにするということを考えて

いくのかなと思っております。 

 あと，期間をなるべく短くして迅速な審査をという御意見も頂戴し

たところでありまして，それはもちろん，私ども，常々心掛けている

ところでございますけれども，正直申しまして日本の企業結合審査が

諸外国の審査に比べて非常に時間が掛かっているとは決して思ってお

りません。諸外国の競争当局においても，案件によりますけれども，

それなりに時間が掛かっているものと理解しております。例えば日本

の公正取引委員会と外国の競争当局が同時審査したような案件につき

ましては，決して日本だけが長く掛かっているわけではなくて，ほぼ

同じような期間で進んでいるというのが実態でございます。ただ，そ

の中におきましても，先ほど御指摘いただきましたように，市場環境

が大きく変わってしまうということもありますから，少しでも早く結

論が出るように引き続き努力していくということはもちろんでござい

ます。 

 それから，届出前相談につきましては，届出書の書き方等と書いて

ありますけれども，「等」というのは，例えばこの案件であればどのぐ

らいの審査期間で終わりそうかという期間の見通しとか感触なりをお

伝えすることも含めて「等」としております。とはいっても，「等」は

何にでも読めるということになりますので，相談ではなく問い合わせ

にとどめた方がいいんじゃないかという御意見も頂いたところでござ

います。この点につきましては，経団連などでも，事前に相談できる

仕組みというのは残してほしいという要望が公式なものとして出され

ておりましたことも踏まえまして，片方で迅速に，片方で不透明なと

いう話も無くはなかったんですけれども，届出前相談を引き続きやっ
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てほしいという御意見もあったものですから，届出前相談という名前

を付けたというのが見直しの背景でございます。 

 以上でございます。 

○伊藤会長 それでは，少し時間が延びておりますので，続きまして「規制の

事前評価における競争評価への取組」につきまして，笠原調整課長か

ら説明をお願いします。 

○笠原調整課長 調整課長の笠原でございます。よろしくお願いいたします。 

 お配りしました「独禁懇 188－２」と右下に印が付いております横

長のパワーポイントの紙に沿って御説明いたします。 

 １枚めくっていただきますと，まず政策評価について書いておりま

す。競争評価というのは，政策評価の中の規制の事前評価という，今

から申し上げますものの中に入っているということで，その全体の枠

組みを少しお話しいたします。 

 政策評価自体は，平成 14 年度から「行政機関が行う政策の評価に関

する法律」というものに基づいて始まっておりまして，その中でも特

に国民生活，社会経済に相当の影響を及ぼす政策等につきましては，

事前の評価を行うということになっております。相当程度の影響を及

ぼすということで，事前評価をすることに，法律の当初から，公共事

業，研究開発，ＯＤＡが取り上げられ，19 年に規制が加わったという

ことでございます。現在までには，更に租税特別措置が加わっている

ということでございます。 

 ここで事前の政策評価というところに規制が加わっているという部

分をとらえて，規制の事前評価，ＲＩＡ，レギュラトリー・インパク

ト・アセスメントと呼びならわしております。平成 16 年に試行的に実

施が開始されて，19 年 10 月から本格的に実施しているということで

ございます。 

 次に，これの中でどのように競争評価というものが行われているか

というのが次の３ページでございます。 

 規制の事前評価というのは，規制によって発生する効果や負担を予

測して評価する，それを公表することによって，規制の質の向上，そ

れから広く国民の理解を得ることを目指すものでございます。どうい

う評価の方法を採るかということにつきましては，真ん中の左にあり

ますように，まず規制の目的・内容・必要性を分析する。２番目に，

費用と便益をそれぞれ分析する。その便益の対比をするのが３番目で

す。さらに４番目として，代替案を考えて，より適切なものがないか

を比較するという枠組みであります。 
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 その規制の費用の中に，事業者の立場での規制の遵守に係る費用，

それから行政がその規制制度を運用する上での費用，３番目にその他

の社会的費用。社会・経済全体，環境等への影響といったものが，こ

のガイドラインの中で挙げられておりますけれども，そういうものに

分けられるだろう。この３番目の社会的費用の一つとして，競争に対

する影響を考慮するということでありまして，これを競争評価と称し

ているわけであります。 

 もう一枚おめくりください。競争評価につきましては，諸外国でも

いろいろな取組がなされております。その流れを若干整理いたしたの

がこちらであります。 

 ＯＥＣＤにおきまして，平成 17 年に理事会で「規制の質と実施に関

するＯＥＣＤの指導原則」というものが採択されて，競争に関して新

規提案されたもの，あるいは既存の規制というものを検討するという

ことを加盟国政府に求めております。 

 これを受けまして，競争委員会の方で競争評価がどのように有用か，

あるいはどのような手法があるかということについて議論して，競争

評価のために規制の内容をチェックするためのチェックリスト，それ

から影響の解説等を含むツールキットというものが作られて公表され

ております。 

 こういう取組をまとめたものを受けまして，21 年 10 月に競争評価

に関する理事会勧告というものが出されておりまして，その主だった

内容は，この下の囲みにありますように，政府は，競争評価を実施す

るための明確で透明性のある基準を開発する。競争評価というのは，

最も効率的かつ効果的な方法で，公共政策の見直しに組み込むべきで

ある。また，競争評価は，政策立案プロセスの早期の段階に統合され

るべきであるといった考え方が示されたわけでございます。 

 次の５ページは，我が国における競争評価というのがどういう形で

導入されてきているか，またその流れの中で公正取引委員会がどのよ

うに対応してきたかということを整理してございます。先ほど申しま

したように，規制の事前評価そのものが平成 19 年 10 月に本格実施に

なったということであります。 

 20 年３月には，総務省主催の研修に講師を派遣して，競争評価とい

うことの意味について説明した。さらに，具体的に競争評価をどのよ

うに進めるかについての手掛かりを示すということで，当委員会にお

きまして日本での競争評価のチェックリストをＯＥＣＤの競争評価ツ

ールキットを基にして作成して，各府省に提示してございます。 
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 そういう準備を踏まえて，平成 22 年４月から競争評価の試行的な実

施というものを開始しております。これは，規制の事前評価というの

は政策評価の一環でありますので，総務省において運用している制度

に基づいて各府省がやるわけでありますので，その制度についての総

務省の行政評価等プログラムと，それから総務省からその進め方につ

いての連絡ということの中で，試行的実施について示されております。

公正取引委員会の協力を得て，競争状況への影響分析について試行的

に実施する。その実施に当たっては，前年に配ったチェックリストを

活用して行うということ。それから，23 年度以降の適切な時期に本格

実施に移行するという方針が示されたわけであります。 

 公正取引委員会としまして，チェックリストの案については既に配

っておりますけれども，さらにそれの最終的なものと，またチェック

リストをどのように使うかという活用の手引きというものも，総務省

を通じて配布しておるところであります。また，先月におきましては，

総務省の研修会におきまして，その実施の必要性等について周知・確

認をするということをして，この競争評価が円滑に実施できるように

取り組んできておるということであります。 

 次に，チェックリストや競争評価の内容についてでございます。 

 競争評価チェックリストは，縦長の紙を別添で付けております。ま

ず，規制によって事業者に影響を及ぼすかどうかという，出発点でも

あり，ゴールでもあるわけですけれども，それについて問うことのほ

かに，その規制の影響というのは具体的にどういうことなのかという

のを，事業者の数，あるいは競争する手段・活動，競争する意欲の減

少，あるいは競争回避の意欲の増加ということをもたらすかどうかと

いう３つの柱に分けて，幾つかの問いを設けています。その中でイエ

スかノーか，また影響があるということであれば，どういう影響があ

るということを想定できるのかということを各府省に自ら拾い出して

もらう。拾い出すことによって，その影響というのが規制の便益との

関係でどうなのかというのをよく考えてもらうということで，競争評

価を進めていただくことになるわけでございます。 

 このように，競争評価チェックリストを埋めながら，自らの考えて

いる規制というものを評価していくということであります。 

 また，この評価に当たって質問・疑問点等ある場合には，公正取引

委員会において相談に対応しているということでございます。 

 実績でありますけれども，22 年４月の試行の開始から 23 年２月末

までに，８府省において 25 件実施しているということであります。こ
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れは，事前の評価書とチェックリストというのが付けられて，総務省

を経由して公正取引委員会にも送付されております。全ての案件につ

いてチェックリストによって評価が実施されているということは，こ

ちらの方でも確認しております。 

 次に，７ページ目でございますけれども，公正取引委員会として，

このような形で競争評価に取り組んでおるわけです。その取組の効果

の必要性・有効性・効率性につきまして，自ら政策評価をして年度末

に公表しております。昨年 12 月にヒアリング，アンケート等を各省の

政策評価の担当者あるいは有識者から行いまして，評価をしたという

ことでございます。政策評価の担当者等からは，チェックリストある

いは活用の手引きにつきましては，分かりやすく，有効であるという

一定の評価を得ておりますけれども，更に実施についての説明の機会

を充実する，あるいは活用の手引きの中でケーススタディーの事例を

増やすということで，具体性の充実ということの要望が出ているわけ

でございます。 

 そういうことも踏まえまして，説明会をニーズに応じて定期的に行

うということ。それから，事例に基づいたケーススタディーの充実を

図るということ。手引きについても，同様に具体的な事例の記載を充

実させるということ。それから，余り膨大にしない。チェックリスト

につきましては，各府省でより適切に実施できるように，設問につい

て，項目の設定あるいは注釈・例示の充実ということも更に考えなが

ら，今後進めていくことが必要であると評価しております。 

 最後に今後の方向性についてでございます。まだ時期が決まってお

りませんが，23 年度以降，適切な時期に本格的実施に移行することに

なっております。これが本格実施ということになりますと，競争評価

というものが総務省による点検活動の対象にもなるということですの

で，よりしっかりした把握・分析を各府省において行っていただく必

要があるということであります。また，それができるように私どもと

しても支援していく必要があると考えております。 

 具体的には，そういう趣旨・方法についての説明会の開催等の周知。

それから，各府省の競争評価の結果の分析・検証。それを踏まえて，

チェックリスト，活用の手引きの改良。さらに，評価を充実するため

の手法の開発ということにも，今後取り組んでいく必要があると考え

ているところでございます。 

 以上が規制の事前評価の中での競争評価の取組についての御報告で

ございます。ありがとうございました。 
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○伊藤会長 どうもありがとうございました。 

 それでは，ただいまの説明について御質問あるいは御意見ございま

したら，御発言いただきたいと思います。どうぞ。 

○三村会員 趣旨は大変よく理解いたしました。 

 それで，１つだけ疑問点というか，教えていただきたいところなん

ですが，規制といってもいろいろな種類・性格の規制があって，最近

は安全や品質あるいは環境規制という，どちらかというと社会的な要

素を持った規制のほうに軸がかなりシフトしていて，当然その規制は

事業者のコストを上げていることは確かだと思います。 

 ただ，規制をしていく過程の中で，業界の全体構造を変えていくと

か，より優れた事業者にそういった機会を与えていくことが意図され

ている要素もあったりいたしますので，この競争評価のところに現状

の競争構造を前提として判断する要素が強いのか，あるいはシフトし

ていくというところもある程度判断材料の中に入れながら，競争評価

というものを進めることがあるのかどうか。競争の次元とか構造様式

がかなり変わっていくことを前提としているんじゃないかと思いまし

て，その辺りをどういうふうに判断されるのかということにつきまし

て，もしありましたら教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○伊藤会長 ほかにどうぞ。では，翁会員。 

○翁会員 規制の事前評価については，かつてからいろいろ議論されていて，

ようやくこういった競争についても評価を義務付けるという方向で議

論が進んでいることは非常に良かったなと思っております。ただ，規

制を導入しようとする省庁が事前に評価するわけですから，どうして

もその規制自体を正当化したいという方向に働きますし，そもそも規

制を評価するだけのマンパワーとか時間が余り確保できないというこ

とで，本当に実効性のある評価をするためには，いろいろ挙げられて

いるとおり，課題があると思います。 

 これから総務省がこれを評価していくということなんですけれども，

実際に規制を導入しようとするときに，総務省が評価することによっ

て，例えば非常に競争に問題があったとき，また公正取引委員会と協

力してやるんでしょうけれども，そういった規制を変えるということ

が実際にできるのかどうなのかということは，本当はそれができれば

一番いいと思うんですけれども，そういうことまでできるようにして

いこうというおつもりなのかということも，お伺いしたいと思います。 

 それから，これは事前評価だけでなくて，今ある規制についても，
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こういった観点から見直しの際に競争にどういうふうに影響を与えて

いるかということで議論が進むことをこれからは期待したいと思って

おります。 

○伊藤会長 ほかにどなたか。はい。 

○野原会員 基本的な競争評価をするということについては，是非しっかりや

っていただきたいと思っております。 

 コメントは２点ありまして，１つは，競争評価そのものについて，

今日は御説明いただいたわけですけれども，規制の事前評価という点

では３ページに全体像があるわけで，これら全体を踏まえて規制を事

前に評価することになると思うんですけれども，その全体と競争評価

との関係という点ではどういうふうに使われるのかというのを教えて

いただきたいというのが１点です。 

 もう一つは，後半のほうで実際に幾つかやってみられた結果として，

チェックリストや活用の手引きはなかなか有用だったということはコ

メントをいただいたわけですけれども，これはチェックリストが書き

やすいとか手引きが分かりやすいというレベルに聞こえます。それは

それで，重要なことだと思いますが，それだけではなくて，競争評価

そのものが有効であったかどうかという点をお聞きしたいと思います。 

 そういう観点を念頭に置いて，６ページで，８府省において既に 25

件程度，事前評価を実施されたということですけれども，これが具体

的にどのようなもので，どれぐらい有意義だったのかということを少

し御紹介いただけると有り難いと思います。 

 以上２点です。 

○伊藤会長 ほかにどなたかありますか。では。 

○岸井会員 補足的な質問ですけれども，１つは，先ほど実効性があるのかと

いう質問が出ましたが，私もその辺でちょっと正確ではないかもしれ

ないですけれども，競争評価というのは法律がつくられた立法過程が

あって，国会で成立して，その後，公布・施行というプロセスをたど

る中でどの時点でやられるのか。 

 この前お聞きしたのだと，法律が成立した後，施行するまでのプロ

セスでやるのか，それとも立法過程で，例えば法案ができた段階でや

るということなのか，競争評価というもののタイミングがどこなのか

というのを，これが非常に重要だと思うので教えていただけたら。も

しこれが，法律が成立した後だとすると，事前評価ですけれども，成

立した法律をもう一遍，すぐに変えるということはなかなかできない

でしょうから，実質的には事後評価ということになってしまうので，
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その辺が１つ，どうなのかなということです。 

 もう一つは，政策評価法全体に関わることかと思いますけれども，

せっかくこうやって，十分ではないかもしれませんけれども，様々な

情報を省庁間でデータを出し合ってやりとりをする，あるいはいろい

ろなデータを出すということですから，実効性云々とは別に，なるべ

く出てきた資料とかデータは一般国民に公表するというか，公開する

のが筋ではないかと思います。 

 そうすると，どういう問題があるかについて，どういうやりとりが

なされたのか，あるいはチェックリストにどんなことが書かれたのか。

これを国民が見られるようにするというのが，まず重要ではないでし

ょうか。それによっていろいろ，こういう問題があるならこうだとい

う一つの手がかりになると思いますし。その２点について，質問も含

めてですけれども，意見を述べさせていただきました。 

 以上です。 

○伊藤会長 それでは，まとめてお答えいただければ。もうお一人，どなたか。

では，最後に。 

○井手会員 ＯＥＣＤでもやられているということで，国際的にハーモナイゼ

ーションをとるということでも重要だと思いますし，それから，こう

いう問題は，ＯＥＣＤでやっているから，日本でここまで努力してい

るので，その努力を否定するものではありませんけれども，私は，経

済学で，規制のコストとか規制の経済的な効果を実証分析するという

のは，大変難しい問題が当然あるので，これは本当にきちんとやろう

とすると大変な作業になると思う。私は，規制とか規制緩和というと

きには，なるべく行政のコストを下げることが重要だと思いますし，

公正取引委員会としては，こういうものに積極的に関与していくのも

必要ですけれども，事後的に競争が十分行われているかどうかという

のを監視していく。これが本来，公正取引委員会の役割だろうと思っ

ておりますので，その点だけ述べさせていただきたい。 

 以上です。 

○伊藤会長 それでは，事務局の方。 

○笠原調整課長 まず，競争評価が全体の中で，政策評価，規制の事前評価の

中でどう使われていくかということについてですけれども，３ページ

にございますように，費用の一つの要素ということで競争への影響と

いうものが考慮される。逆に，規制によって達成される便益は，安全

性の確保であれ，社会的な利益も含めて便益の中で分析されていく。

そこで，１つはそれ自体を比較するということですし，もう一つは，
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ほかのより違った形での規制の仕方というものとの間で，そういう費

用・便益のバランスがどうなるかを比較して，提案している規制が最

も適切なものといえるかどうかを見るということでございます。 

 そういう意味では，市場の状態というのを動的に変えていくことに

よるメリットというのも，基本的には規制が目指していくものという

ことで，その便益の中で拾われていく形になってくるのではないかと

考えております。 

 評価のタイミングにつきましては，法律については閣議決定までに。

それから，そのほかの政省令によるものにつきましては，たしかパブ

リックコメントのときまでにという形になってございます。法案の閣

議決定の事前であるということでございます。 

 それから，規制を導入するものの自己評価でありますのと，今のタ

イミングということの関係もありまして，どこまで適切な評価が客観

的にできるかという点であります。 

 大きな要素としては，事前評価書は公表することになっているとい

うことでありますので，そういうものの積み重ねとウオッチされてい

くということの中で，評価についてもお手盛りでないものになってい

るかどうかというのが，さらされる形で行われていくということでは

ないかと思います。もちろん，事後的な評価ということも別途重要で

あると考えております。 

 それから，政策評価におけるコメントとの関係でありますけれども，

この政策評価は競争評価の普及・定着という観点から，公正取引委員

会が行っている施策について適正であったかどうかという観点からや

っております。そういう意味で，分かりやすいというのも，まさにチ

ェックリストなり手引きなりが，競争評価を実施する上で使いやすい

ものであるかどうかという観点での質問に対する答えということでご

ざいます。 

○伊藤会長 よろしいですか。 

 最後に，３つ目のテーマで，「公正取引委員会による取引実態調査の

有効性について～広告業界の取引実態調査を例に～」につきまして，

内野取引調査室長からの御説明をお願いします。 

○内野取引調査室長 取引調査室長の内野と申します。最後の議題であります

「公正取引委員会による取引実態調査の有効性について 独禁懇 188

－３」という資料に基づいて御説明させていただきます。 

 公正取引委員会は，違反事件とは別に，競争政策上問題がある分野

があれば取引慣行等について調査をして，自主的改善を促す，また公
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表するということで対応させていただいております。 

 広告業界につきましては，平成 17 年と，それをフォローアップする

意味で昨年９月に報告書を発表しております。昨年９月の報告書は，

別途お配りさせていただいております。今日は，昨年９月に発表した

後，政策評価を行うということで，調査が役に立っているのかどうか

という観点で，別の視点で取りまとめた資料を用意させていただいて

おりますので，それに基づきまして概略を紹介させていただきます。 

 １ページの下の段に，なぜ広告業界の調査を行ったのかということ

が書いてございます。実は平成 15 年に下請法が改正になりまして，物

だけじゃなく，サービスについても下請法を適用する。広告の制作取

引に関しましても，広告会社からほかの広告会社なり，それを専門に

する会社と取引を行う場合には，下請法の対象になるということで，

キックオフに当たりまして，その辺の状況はどうかという調査をしま

したところ，書面で発注する者が２割と，非常に少なかった。 

 下請法は，発注書を交付しなさいという義務付けを課しております

ので，そういった観点で調査したところ，広告制作取引だけではなく

て，親元になります広告主と広告会社の取引，また媒体枠の取引，広

告スペースの取引に関しても，不透明なところがあるのではないか，

口頭によって行われているのではないかという観点で平成 17 年に調

査を行わせていただきました。 

 ２ページに調査結果を概略として書いてございます。 

 取引の特徴としまして，「（３）調査結果」の「ア 広告業界の構造」

のところに書いてございますけれども，料金の徴収の仕方というのが，

とりあえず一括して媒体社に料金を払って，それで広告会社は媒体社

からその一部をコミッションという形でもらうという取引形態になっ

てございます。 

 市場構造ですけれども，有力な広告会社３社と中小規模に分かれて

いるという実態がございます。 

 「イ 広告業界の取引慣行」で，テレビ広告についてでございます

けれども，番組ＣＭは，番組の制作費も広告主が持つという非常に高

い料金がかかる分野でございますけれども，効果が高いということで，

ここは人気が高い分野であります。ここの分野については，大手広告

会社がその枠を押さえておいて，中小はなかなか入り込めないし，そ

もそも空いているのかどうかという情報提供も少ないという実態がご

ざいます。 

 それから，番組ＣＭではなくスポットＣＭに関しては枠云々という
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話はないのですけれども，取扱量の違いというのもあって，コミッシ

ョンの率も大分違うのではないかという問題がございます。 

 あと，先ほど問題点の指摘にございましたように，口頭による取引

が行われて，それで市場メカニズムが働きにくいのではないかという

問題点がございます。 

 あと，広告主，お金を出している側ですけれども，効果とかコスト

という観点で問題意識というのがそれほど高くないんじゃないかとい

った点が前回調査で明らかになっています。 

 それに対しまして，幾つかの提言・指摘を行いました。 

 指摘事項１ですけれども，番組ＣＭに関しましては，半年とか１年

で番組改編をするときに，前のスポンサーがおやめになるということ

があるのですけれども，そのとき，どこの枠が空いているのかという

情報をもっと幅広に提供したらどうか。あと，一応建前の料金はある

のですけれども，それで取引されているという実態がないので，幾ら

ぐらいで番組ＣＭが提供できるのかという情報も明らかにしてほしい。

それから，入札という制度を設けて公平に行ったらどうかという指摘

をしてございます。 

 それから，スポットＣＭに関しては，どのぐらいの取引をしたら幾

らもらえるのかという報酬率の算定基準を明らかにしたらどうかとい

う指摘をしております。 

 指摘事項２は，取引の明確化のためにも書面化を進めてほしいと，

また，指摘事項３として，広告主は，コストなり効果をもっと見てほ

しいということを提言してございます。 

 その結果については，５ページの図１を見ていただきたいのですけ

れども，販売対象枠を公表しているかどうか。一番左の数字，「公表し

ている」，64.8％というのが 22 年の調査で明らかになっています。前

はこの部分がなかったので，説明会を開催したり，ネット上で広告会

社がアクセスできるところに，今，この枠が空いていると公表するよ

うになっています。 

 図２は，一番右の 50.5％という数字を見ていただきたいのですが，

実際に取引されている料金というのが，最初に提示した価格表のとお

りのものが一つもないという部分なので，ここは進み具合がちょっと

遅れているのかなということでございます。 

 ６ページの図３では，入札の状況はどうかということになりますけ

れども，5.8％が入札を導入している。通販番組とか特別番組が中心で，

少しは対象になっているけれども，まだまだ少ないという状況でござ
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います。 

 「（イ）スポットＣＭ枠取引」ですけれども，図４は報酬基準の整備

状況ですけれども，6.9％から 24.0％に増えてはおりますが，一番有

力であるキー局５局を含めて報酬基準の整備が進んでいないので，こ

こは余り改善されていないということになります。 

 それから，取引の明確化でございますけれども，７ページの図５で

は，まず，基本契約について，広告会社と広告主はどうか。これは真

ん中の数字を見ていただきたいのですけれども，半数程度締結してい

るというのが 4.7％から 12.5％で，この部分が改善されている。 

 それから，図６の広告会社とテレビ局の間ですけれども，ここも真

ん中の数字，半分程度が締結しているというのが 14.3％から 18.6％に

増えている。 

 それから，個別の広告取引の書面化に関してですけれども，図７は

一番左のほとんどの取引における受発注を書面で行っているといった

部分が半分程度というところを吸収して，42.3％から 63.5％に増えて

いる。 

 ８ページの上の図８は広告会社とテレビ局との間の番組ＣＭ枠取引

ですけれども，56.3％から 69.4％に増えている。図９は，広告会社と

テレビ局との間のスポットＣＭ枠取引ですけれども，この表だと若干

減っていますけれども，同じぐらい，総じて言えば改善の傾向にある

と言えると判断してございます。 

 それから，指摘事項３，広告主の広告効果の評価・コスト意識の改

善ですけれども，広告主 79.4％が，成果が上げられなかった広告会社

について変更を行うなりしている。73.4％が，広告会社と代理店契約，

要するに広告主の代理店として活動してほしいということで，いろい

ろ状況を報告させるということで改善が進んでいる。それから，媒体

枠取引と広告制作取引について，まとめて発注するということではな

くて，分割して発注するというのが 74.3％に増えています。 

 ９ページでございますけれども，コミッション方式以外のものに変

更する取組，要は広告会社がどっちを向いているのか，テレビ局なの

か，広告主なのかということですけれども，ここは将来的には広告主

に向くという意識の変化があるのかなと思っています。 

 こういった調査結果を平成 17 年に公表いたしまして，９ページの下

の表を見ていただきたいのですけれども，どのぐらいの報道があった

かというと，一般日刊紙は事実関係を報道された程度の量でございま

すが，雑誌・業界紙はかなりの程度報道されたのかなという評価をし
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ております。 

 公表したものはホームページに載せていて，その当時の記録がない

のではっきりしないんですけれども，平成 20 年以降，月平均で約 370

回チェックをいただいてございますので，コンスタントには見ていた

だいていると考えてございます。 

 10 ページでございますけれども，フォローアップ調査を行ったとき

に，前の平成 17 年度調査のことを知っていたかということに関しては，

７割のテレビ局が知っているという回答をいただいてございます。フ

ォローアップ調査，昨年９月に公表したわけですけれども，公表した

ときは注目されるということがあると思うのですけれども，平成 22

年度の調査だけではなくて，平成 17 年度の調査もアクセス数が増えて

いるので，見ていただいているのではという状況でございます。 

 他にさまざまな要因がありますので，私どもが実態調査を行ったこ

とだけで良くなったとは考えていませんけれども，一応効果があるし，

フォローアップをするということで改善を促していくということは大

切なことなのではないかと評価させていただいてございます。 

 参考に「インターネット広告の取引慣行等について」を付けてござ

いますけれども，特にテレビ局との関係で，余りよくない慣行という

のが，今，伸びつつあるインターネットのほうで見られないかどうか

という観点で調査を行いました。 

 こちらは，電子メール等も含む書面化ですけれども，しっかり行っ

ておりますので，今のところ問題点はないのかなと思います。これも

将来を見据えてウオッチしていく必要があると考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○伊藤会長 どうもありがとうございました。 

 それでは，御質問あるいは御意見がありましたら御発言いただきた

いと思います。どうぞ。 

○及川会員 ありがとうございます。 

 １ページの広告制作の下請取引を，新たにということで実態調査を

行っていただいたことに対して，大変有り難いと思っています。とも

すれば下請法がメーカー，製造業だけしか適用がないと，まだまだ誤

解がある中で，こういった新しいというか，サービス関係のところで

着目していただいた，まず，そういう対象に実態調査をしていただい

たことに対して感謝申し上げます。 

 あと，私ども中小企業からしますと，こういう実態調査によって，

フォローアップ調査の結果，８ページの一番下でございますけれども，
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③で 74.3％が分割発注を行っている。中小企業が新しく参入するとき

には，ロットが少ない，あるいは専門業としてすごく工程的に分かれ

ているものですから，こういった分割発注をすることによって中小企

業の参入が増えることは大変ありがたいことですし，また中小企業の

雇用の関係にも大変有益だと思っています。 

 この結果は広告業ですけれども，いろいろな業界についても同じよ

うな調査を是非していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○伊藤会長 ほかにどなたかございますか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○伊藤会長 それでは，事務局の方は何か。これ以上追加はよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○伊藤会長 それでは，本日の３つのテーマの討議はこの辺で終了させていた

だければと思います。 

 最後に，竹島委員長から御発言をいただければと思います。 

○竹島委員長 今日も２時間にわたりまして，寒い中，我慢していただいて熱

心な御議論をいただきましたことに，まず心から感謝申し上げます。 

 私から，特にということもないのでございますが，最近の公正取引

委員会をめぐる話題としては，何と言っても企業結合です。新日鐵，

住金の合併話をきっかけに，この関係の話題が多い。マスコミにおい

ても，社説を含めて，いつになく報道されているということでござい

ます。 

 それで，私どものスタンスは，独占禁止法というのは競争法でござ

いまして，我々は競争当局であって，決して産業振興当局ではありま

せんので，いろいろな御議論がありますけれども，独禁法をきちんと

運用していく，企業結合の規定をきちんと運用していくことに尽きま

す。冒頭，御説明申し上げましたいろいろな改正は，それぞれの御要

望も踏まえ，なるほどというものは素直に我々も受け入れていきます

し，お互い，集めなくてもいい資料を集める必要もありません。 

 それから，物の見方として，世の中の取引自体が変わって，国内取

引だけでなくて，例えば東アジアで物がかなり自由に行き来している

とか，半導体のように世界市場で取引されているということであれば，

素直にそれを見込みます。 

 こういうことは，既に平成 19 年の企業結合ガイドラインの改正によ

って手当てをしているわけですけれども，今回の新日鐵，住金のこと

が出るまでは余りそういうことは理解されずに，公正取引委員会とい
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うのは国内のシェアだけ見て，あるシェアになったらだめという頭で

審査しているのではないかということのようです。我々の説明不足も

あったのかもしれませんが，なかなかその辺は難しい問題でもあると

いうこともあって，御理解いただいていないのかもしれません。 

 そういう意味で，今回は手続も審査基準もはっきりさせましたとい

うことでありますが，ナショナルチャンピオンを育てるために公正取

引委員会の審査を甘くするとか，競争に対して影響があるにもかかわ

らず，それを過小評価しようとしているということは毛頭ございませ

ん。そこだけははっきりと申し上げておきたいと思います。 

 それで，私自身が必ずしも答えを持っているわけじゃないんですが，

国際競争力を強化するというのは一体どういうことなんだということ

を，マスコミの方も含め，学者の方も含めてきちんと押さえていただ

きたい。別の言い方をすると，国内で高く売ってもうけて，そのリソ

ースを海外進出に使うということが国際競争力なのかということです。

私はそうじゃなくて，そんな国際競争力は評価できないと思っていま

す。 

 むしろ，競争力があるというのは，国内よりも外国で高く売れると

いうのが，本当の意味で国際競争力があるということであって，外国

で存在感を示すために，国内の消費者なりユーザーを犠牲にして高く

売り付けて，外国で安く売るというものは決して推奨されるべきでは

ありません。そういう意味で，これは正直，非常に難しい。私どもは

Ａ社とＢ社じゃなくて，Ａ社とＣ社が合併した方が，本当は長所と短

所をお互い補い合って，いい合併なんだけれども，そういうことを我々

はやるわけにはいきません。あくまでも受け身です。そうすると，本

来望ましくないＡとＢの合併という話について，国際競争力の美名の

もとに甘くするということはあってはいけないと思っています。その

辺の私が気になるのは，よくマスコミに出ているのは，国内で消耗戦

をやっているときではないんじゃないか，このグローバリゼーション

の中でそんなことをやっているときじゃないという表現があります。

要するに，数が少なくなれば価格支配力が付くのは当然のことでござ

いますが，国内で高く売って外国で安く売るということについてこの

御時世，そういうことはもうしようがないじゃないかと思っておられ

る方もいらっしゃるかもしれませんが，そこは本当に正しくない。佐

野会員も，おっしゃっていますが，我々もあくまでも消費者なりユー

ザーの利益を不当に損ねてまで，特定の企業の利益のためにしかなら

ないような合併に加担するつもりはありません。 
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 逆にそうじゃなく，これは内外ともにきちっとしたいいものを安く，

ちゃんと提供できるという企業結合は，決してそれの足を引っ張るつ

もりはありません。したがって，そういうふうに見るべき市場であれ

ばそういうふうに見ますし，輸入とかがあって競争を制限することに

ならないか，仮に数が減って寡占状態になっても，それをこれ幸いと

悪さができないかということを我々はあくまでも見ていくというスタ

ンスでやっていきたいと思っています。 

 韓国がモデルということが最近いわれていますが，韓国は確かに

1997 年のアジア危機でＩＭＦの世話になるようなことがあって，確か

に企業の集約がものすごい勢いで進んで，かつての日本の通産省がや

ったようなことをやって１社か２社になってしまいました。自動車産

業も１社ちょっと，電機産業も２社ぐらいになったのではないかと思

いますが，日本にはたくさんの企業があります。それは事実ですが，

それらが集約することについて，私は何も反対しません。しかしなが

ら，その結果として，さっき申し上げた国内の消費者の犠牲の上に立

つということになりますと，それについて目をつぶるつもりはないと

いうことでございます。 

 伊藤先生も紙面で言及されておりましたが，韓国の企業というのは

世界地域別の売上高と利益のシェアをみますと，国内で非常に稼いで

います。外国では稼いでいなくて，外国の売上げが非常に多い。これ

は日本のいつかみたいな感じもせぬでもないですが，日本は大きな国

ですから，そんなに簡単にできる世の中ではなくて，ダンピングとい

う問題に直面することもありますから，そういうことはしにくいでし

ょうけれども，あくまでも世のため人のためになるような合併につい

ては，我々も大いに協力していきたいと思っています。 

 最後に独禁法の改正法案ですが，過去３回の国会は１回も審議され

ずに継続審査になって，今回４度目ですが，継続審査になっています

ので，予算関連の審議が終わったらすぐ独禁法の審判の廃止を盛り込

んだ改正案をやっていただきたいということで，一生懸命努力してい

るんですが，こういう大震災になりまして，今のところ国会の見通し

は全く立っていません。村上会員もおっしゃっていますけれども，我々

は腹をくくったんですけれども，全然見通しが立っていません。引き

続き，世の中のおさまりとともに我々も努力していきたいと思ってい

ます。 

 そんなことでございますので，いろいろな面でこれからも大いに御

叱声も賜り，御協力もいただければと思います。ありがとうございま
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した。 

○伊藤会長 どうもありがとうございました。 

 それでは，本日はこれにて閉会とさせていただきたいと思います。

次回会合の日程につきましては，追って事務局から御連絡差し上げる

ことにしたいと思います。 

 本日は，長時間御議論いただきまして，どうもありがとうございま

した。 


